
令和７年第６回伊賀市教育委員会 議事日程 

 

令和７年５月29日 10:00 ～ 

伊賀市役所 ２階 会議室203 

・開会宣言（開会あいさつ） 

 

日程第１ 議事録署名委員の指定について 

 

日程第２ 令和７年第５回伊賀市教育委員会議事録の確認について 

 

日程第３ 議案第 28 号 伊賀市教育委員会教育長所管事務決裁規程の一部改正に係る専

決処分の承認について 

 

日程第４ 議案第 29 号 伊賀市学校運営協議会委員の委嘱に係る専決処分の承認につい

て 

 

     議案第 30 号 伊賀市学校いじめ問題相談員の委嘱に係る専決処分の承認につ

いて 

  

日程第５ 議案第 31号 伊賀市青少年センター補導員の委嘱に係る専決処分の承認につ

いて 

     議案第 32号 伊賀市青少年センター運営委員会委員の委嘱及び任命について 

 

     議案第 33 号 伊賀市子ども健全育成施策検討員会委員の委嘱に係る専決処分

の承認について 

 

     議案第 34 号 伊賀市放課後子ども教室事業実施要領の制定に係る専決処分の

承認について 

 

     議案第 35号 伊賀市教育委員会職員の人事に係る専決処分の承認について 

 

日程第６ 議案第 36号 伊賀市文化財保存活用地域計画協議会委員の委嘱について 

 

日程第７ 議案第 37号 いがまち地区中学校区再編検討協議会設置要綱の制定について 



     

日程第８ 報告説明事項 

  ①伊賀市各種奨学金について 

 

 ②寄附について 

 

 ③いがまち地区中学校の統合について 

 

    ④「2025年度 郷土の歴史夜咄会」の開催について 

 

⑤その他 



議案第 28 号 

 

伊賀市教育委員会教育長所管事務決裁規程の一部改正に係る専決処分の

承認について 

 

伊賀市教育委員会教育長所管事務決裁規程（平成 16 年 11 月 1 日教育委員会

訓令第１号）の一部を改正する訓令について、伊賀市教育委員会教育長に対す

る事務委任規則（平成 16 年伊賀市教育委員会規則第４号）第３条第１項により

専決処分したので、同条第２項の規定により承認を求める。 

 令和７年５月 29 日提出 

 

伊賀市教育委員会教育長 澤田 剛 

 

記 

 

１ 改正理由   所要の改正が必要となったため、専決処分を行ったことに

ついて承認を求めようとする。 

 

２ 改正内容   別紙のとおり 

 

３ 施行期日   令和７年４月１日 

 



専決第 15号 

 

  専決処分書 

 伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成 16年教育委員会規則第

４号）第３条第１項及び第２項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 令和７年４月１日 

 

           伊賀市教育委員会 

           教育長 澤田 剛 



 

社会教育推進監 生涯学習課、伊賀市中央公民館、伊賀市上野図書館、上野図書館分館 

 

伊賀市教育委員会教育長所管事務決裁規程の一部を改正する訓令 

 

伊賀市教育委員会教育長所管事務決裁規程（平成16年伊賀市教育委員会訓令第１号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第９号中「置く事務局次長」の次に「、社会教育推進監」を加える。 

第３条第２項中「事項」の次に「のうち、次に掲げる課の事務分掌に係る事項」を加え、

「専決する。」の次に 

「                                      」を

加える。 

附 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 
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伊賀市教育委員会教育長所管事務決裁規程の一部を改正する訓令新旧対照表 

 

改正後 改正前 

第１条 この規則は、事務遂行の責任体制の確立と事務処理の能率化を図る

ため、別に定めがあるもののほか、伊賀市教育委員会教育長に対する事務

委任規則（平成16年伊賀市教委規則第４号）に基づき教育長に委任された

事務及び教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

第１条 この規則は、事務遂行の責任体制の確立と事務処理の能率化を図る

ため、別に定めがあるもののほか、伊賀市教育委員会教育長に対する事務

委任規則（平成16年伊賀市教委規則第４号）に基づき教育長に委任された

事務及び教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(１) 決裁 事務の処理について、最終的にその意志を決定することをい

う。 

(１) 決裁 事務の処理について、最終的にその意志を決定することをい

う。 

(２) 専決 教育長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範

囲内で、自己の責任において、常時教育長に代わって決裁を行うことを

いう。 

(２) 専決 教育長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範

囲内で、自己の責任において、常時教育長に代わって決裁を行うことを

いう。 

(３) 専決者 専決を行う権限を有する者をいう。 (３) 専決者 専決を行う権限を有する者をいう。 

(４) 代決 教育長及び専決者（以下「決裁者」という。）が不在の場合

に、下位の職にある者が決裁者に代わって決裁を行うことをいう。 

(４) 代決 教育長及び専決者（以下「決裁者」という。）が不在の場合

に、下位の職にある者が決裁者に代わって決裁を行うことをいう。 

(５) 代決者 代決を行う権限を有する者をいう。 (５) 代決者 代決を行う権限を有する者をいう。 

(６) 不在 出張又は休暇その他の理由により専決者が決裁できない状況

にあることをいう。 

(６) 不在 出張又は休暇その他の理由により専決者が決裁できない状況

にあることをいう。 

(７) 合議 決裁を受けなければならない事項について、専決者が総合的

に判断して的確な意志決定ができるように関係職位と協議し、調整する

ことをいう。 

(７) 合議 決裁を受けなければならない事項について、専決者が総合的

に判断して的確な意志決定ができるように関係職位と協議し、調整する

ことをいう。 

(８) 事務局長 伊賀市教育委員会事務局等組織規則（平成16年教育委員

会規則第５号。以下「組織規則」という。）第５条第１項に規定する教

育委員会事務局事務局長をいう。 

(８) 事務局長 伊賀市教育委員会事務局等組織規則（平成16年教育委員

会規則第５号。以下「組織規則」という。）第５条第１項に規定する教

育委員会事務局事務局長をいう。 

(９) 事務局次長 組織規則第５条第２項に規定する委員会事務局に置く (９) 事務局次長 組織規則第５条第２項に規定する委員会事務局に置く
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改正後 改正前 

事務局次長、社会教育推進監をいう。 事務局次長をいう。 

(10) 課長等 組織規則第５条第１項に規定する課長並びに学校施設室

長、伊賀市中央公民館長、伊賀市上野図書館長、上野図書館分館長、給

食センター所長、伊賀市教育研究センター所長及び伊賀市青少年センタ

ー所長をいう。 

(10) 課長等 組織規則第５条第１項に規定する課長並びに学校施設室

長、伊賀市中央公民館長、伊賀市上野図書館長、上野図書館分館長、給

食センター所長、伊賀市教育研究センター所長及び伊賀市青少年センタ

ー所長をいう。 

(11) その他教育機関の長 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法律第162号）第31条に基づき設置された教育機関の長のう

ち、学校長、幼稚園長及び前号の教育機関の長以外のものをいう。 

(11) その他教育機関の長 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法律第162号）第31条に基づき設置された教育機関の長のう

ち、学校長、幼稚園長及び前号の教育機関の長以外のものをいう。 

（専決事項） （専決事項） 

第３条 事務局長は、伊賀市事務決裁規程（平成16年伊賀市訓令第１号。以

下「市決裁規程」という。）別表第１に定める部長決裁区分に掲げる事項

を専決する。 

第３条 事務局長は、伊賀市事務決裁規程（平成16年伊賀市訓令第１号。以

下「市決裁規程」という。）別表第１に定める部長決裁区分に掲げる事項

を専決する。 

２ 事務局次長は、市決裁規程別表第１に定める次長決裁区分に掲げる事項

のうち、次に掲げる課の事務分掌に係る事項を専決する。 

２ 事務局次長は、市決裁規程別表第１に定める次長決裁区分に掲げる事項

を専決する。 

  社会教育推進監 生涯学習課、伊賀市中央公民館、伊賀市上野図書

館、上野図書館分館 

     

３ 課長等は、市決裁規程別表第１に定める課長決裁区分に掲げる事項のほ

か、別表１に掲げる事項を専決する。 

３ 課長等は、市決裁規程別表第１に定める課長決裁区分に掲げる事項のほ

か、別表１に掲げる事項を専決する。 

４ その他教育機関の長の専決事項は、市決裁規程別表第１に定める課長決

裁区分に掲げる事項のほか、教育長が別に定める。 

４ その他教育機関の長の専決事項は、市決裁規程別表第１に定める課長決

裁区分に掲げる事項のほか、教育長が別に定める。 

５ 学校長及び幼稚園長の専決事項は、別表２に掲げる事項とする。 ５ 学校長及び幼稚園長の専決事項は、別表２に掲げる事項とする。 

６ 前各項に掲げる事項以外の事項であっても、その内容により専決するこ

とが必要であり、かつ、適当であると類推できるものは専決区分に準じて

専決することができる。 

６ 前各項に掲げる事項以外の事項であっても、その内容により専決するこ

とが必要であり、かつ、適当であると類推できるものは専決区分に準じて

専決することができる。 

（専決の特例） （専決の特例） 

第４条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当

するときは、専決者は教育長又は上司の決裁を受けなければならない。 

第４条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当

するときは、専決者は教育長又は上司の決裁を受けなければならない。 

(１) 本市教育行政の基本方針に重大な影響を及ぼすような事項 (１) 本市教育行政の基本方針に重大な影響を及ぼすような事項 



3/4 

改正後 改正前 

(２) 教育長又は上司の特別の指示により処理する事項 (２) 教育長又は上司の特別の指示により処理する事項 

(３) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のある事項 (３) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のある事項 

(４) 異例に属し、又は先例となるような事項 (４) 異例に属し、又は先例となるような事項 

(５) 将来において義務負担が生じると認められる事項 (５) 将来において義務負担が生じると認められる事項 

（合議） （合議） 

第５条 決裁を受けなければならない事項のうち、関係職位と協議し、調整

する必要のあるものについては、決裁事項に係る事務を主管する直属上位

の職位の決裁を受けた後に関係職位に合議するものとする。 

第５条 決裁を受けなければならない事項のうち、関係職位と協議し、調整

する必要のあるものについては、決裁事項に係る事務を主管する直属上位

の職位の決裁を受けた後に関係職位に合議するものとする。 

（代決） （代決） 

第６条 教育長が不在のときは、事務局長がその決裁事項を代決することが

できる。 

第６条 教育長が不在のときは、事務局長がその決裁事項を代決することが

できる。 

２ 事務局長が不在のときは、その決裁事項に係る事務を主管する事務局次

長がその決裁事項を代決することができる。 

２ 事務局長が不在のときは、その決裁事項に係る事務を主管する事務局次

長がその決裁事項を代決することができる。 

３ 事務局次長が不在のときは、その決裁事項に係る事務を主管する課長等

がその決裁事項を代決することができる。 

３ 事務局次長が不在のときは、その決裁事項に係る事務を主管する課長等

がその決裁事項を代決することができる。 

４ 課長等が不在のときは、その決裁事項に係る事務を主管する係長がその

決裁事項を代決することができる。ただし、係長が置かれていない場合は

その事務を担当する副参事が、副参事が置かれていない場合はその事務を

担当する主幹が、副参事、主幹とも置かれていない場合はその事務を担当

する主査が、その決裁事項を代決することができる。 

４ 課長等が不在のときは、その決裁事項に係る事務を主管する係長がその

決裁事項を代決することができる。ただし、係長が置かれていない場合は

その事務を担当する副参事が、副参事が置かれていない場合はその事務を

担当する主幹が、副参事、主幹とも置かれていない場合はその事務を担当

する主査が、その決裁事項を代決することができる。 

５ 学校長が不在のときは、教頭がその決裁事項を代決することができる。 ５ 学校長が不在のときは、教頭がその決裁事項を代決することができる。 

（代決できる事項） （代決できる事項） 

第７条 代決は、特に至急に処理しなければならない事項に限り行うことが

できる。ただし、第４条に定める事項については、代決することができな

い。 

第７条 代決は、特に至急に処理しなければならない事項に限り行うことが

できる。ただし、第４条に定める事項については、代決することができな

い。 

（専決者等が不在の場合の代決） （専決者等が不在の場合の代決） 

第８条 専決者及び代決者がすべて不在の場合又は前条の規定により、代決

者が代決することができない場合において、事務処理上緊急やむを得ない

第８条 専決者及び代決者がすべて不在の場合又は前条の規定により、代決

者が代決することができない場合において、事務処理上緊急やむを得ない
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改正後 改正前 

ときは、専決者の直近上位の職にあるものが決裁を行う。 ときは、専決者の直近上位の職にあるものが決裁を行う。 

２ 前項の場合において、教育総務課長を学校長及び幼稚園長の直近上位の

職にあるものとみなす。 

２ 前項の場合において、教育総務課長を学校長及び幼稚園長の直近上位の

職にあるものとみなす。 

（準用） （準用） 

第９条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁については、市決裁規程

を準用する。 

第９条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁については、市決裁規程

を準用する。 

  

   附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 



議案第29号 

 

伊賀市学校運営協議会委員の委嘱に係る専決処分の承認について 

 

 伊賀市学校運営協議会委員の委嘱に係る専決処分について、伊賀市教育委員会教育長に

対する事務委任規則（平成16年伊賀市教育委員会規則第４号）第３条第１項の規定により

専決処分したので、同条第２項の規定により承認を求める。 

  令和７年５月29日提出 

 

伊賀市教育委員会教育長  澤田  剛 

 

記 

 

１ 専決処分理由  新年度でＰＴＡや地域の役員が交代するため前年度に委員を委嘱

することが困難である。また、年度当初から学校運営協議会委員

として活動をスタートする必要があることから、専決処分を行っ

たことに対する承認を求めようとする。 

 

２ 委嘱委員    別紙のとおり 

     

３ 委嘱期日     令和７年４月１日から令和９年３月31日 

もしくは令和６年４月１日から令和８年３月31日 



専決第 10号 

 

  専決処分書 

 伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成 16年教育委員会規則第

４号）第３条第１項及び第２項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 令和７年４月１日 

 

      伊賀市教育委員会 

      教育長 澤田 剛 



1 上野東小学校 西口
にしぐち

　保次
や す じ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

2 上野東小学校 米田
よ ね だ

　美紀子
み き こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

3 上野東小学校 小丸
こ ま る

　恵一
けいいち

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

4 上野東小学校 小野田
お の だ

　雄二
ゆ う じ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

5 上野東小学校 東
ひがし

　　加奈
か な

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

6 上野東小学校 水守
みずもり

　憲司
け ん じ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

7 上野西小学校 北森
きたもり

　徹
とおる

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

8 上野西小学校 田中
た な か

　伸一
しんいち

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

9 上野西小学校 瀧
たき

山
やま

　陽子
よ う こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

10 上野西小学校 岩井
い わ い

　喜代子
き よ こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

11 上野西小学校 濱瀬
は ま せ

　達雄
た つ お

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

12 上野西小学校 森川
もりかわ

　誠子
せ い こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

13 久米小学校 峯
みね

　　直毅
な お き

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

14 久米小学校 森沢
もりさわ

　克成
かつしげ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

15 久米小学校 山中
やまなか

　理恵
り え

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

16 久米小学校 田中
た な か

　光生
み つ お

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

17 久米小学校 廣澤
ひろさわ

　昌昭
まさあき

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

18 上野北小学校 吹上
ふきあげ

　純子
じゅんこ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

19 上野北小学校 井上
いのうえ

　令子
れ い こ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

20 上野北小学校 田中
た な か

　栄司
え い じ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

21 上野北小学校 北寺
きたてら

　理人
ま さ と

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

22 上野北小学校 西村
にしむら

　貴志
た か し

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

23 上野北小学校 久保田
く ぼ た

　彰
あきら

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

24 府中小学校 田中
た な か

　栄一
えいいち

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

25 府中小学校 森川
もりかわ

　真紀
ま き

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

26 府中小学校 東構
ひがしがまえ

　昌子
ま さ こ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

27 府中小学校 奥田
お く だ

　善子
よ し こ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

28 府中小学校 稲岡
いなおか

　徹
とおる

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

29 府中小学校 宮本
みやもと

　鎮郎
や す お

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

令和７年度　学校運営協議会委員名簿

学校 名前 委嘱期間



令和７年度　学校運営協議会委員名簿

学校 名前 委嘱期間

30 中瀬小学校 西森
にしもり

　義和
よしかず

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

31 中瀬小学校 葛󠄀原
くずはら

　一彦
かずひこ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

32 中瀬小学校 町野
ま ち の

　　理
おさむ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

33 中瀬小学校 宮田
み や た

　茂一
しげかず

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

34 中瀬小学校 荒木
あ ら き

　益夫
ま す お

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

35 中瀬小学校 石井
い し い

　康晴
やすはる

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

36 友生小学校 武田
た け だ

　真
ま

示
な

令和5年4月1日から令和9年3月31日 新

37 友生小学校 百地
も も じ

　太
ふと

歳
し

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

38 友生小学校 辻本
つじもと

　まゆみ 令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

39 友生小学校 岸
きし

　　則和
のりかず

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

40 友生小学校 市井
い ち い

　秀明
ひであき

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

41 友生小学校 副松
そえまつ

　紘悟
ひろさと

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

42 友生小学校 芦田
あ し だ

　覚
さとる

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

43 上野南小学校 吉澤
よしざわ

　仁美
ひ と み

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

44 上野南小学校 西
にし

　　祐
ゆう

治
じ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

45 上野南小学校 宮浦
みやうら

　愛良
あ い ら

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

46 上野南小学校 高橋
たかはし

　良忠
よしただ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

47 上野南小学校 坪野
つ ぼ の

　芳美
よ し み

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

48 成和東小学校 前川
まえがわ

　清
きよし

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

49 成和東小学校 吉川
よしかわ

　充
みつる

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

50 成和東小学校 下井
し も い

　二三
ふ み

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

51 成和東小学校 浅川
あさかわ

　友和
ともかず

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

52 成和東小学校 中山
なかやま

　祐
ゆう

昌
すけ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

53 成和東小学校 奥永
オクナガ

　丈治
タケジ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

54 成和西小学校 田中
た な か

　正明
まさあき

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

55 成和西小学校 勝島
かつしま

　一雄
か ず お

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

56 成和西小学校 上島
うえじま

　啓二
け い じ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

57 成和西小学校 奥西
おくにし

　利江
と し え

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

58 成和西小学校 千早
ち は や

　祐一来
た い こ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

59 成和西小学校 廣畑
ひろはた

　由紀
ゆ き

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新
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60 三訪小学校 伊藤
い と う

　隆
たかし

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

61 三訪小学校 山中
やまなか

　善
よし

典
のり

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

62 三訪小学校 渡瀬
わ た せ

　洋平
ようへい

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

63 三訪小学校 川本
かわもと

　　哲
さとし

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

64 三訪小学校 福森
ふくもり

　朋子
と も こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

65 三訪小学校 川口
かわぐち

　雅之
まさゆき

令和6年4月1日から令和8年3月31日 継

66 柘植小学校 前
まえ

嶌
しま

　智子
と も こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

67 柘植小学校 高木
た か ぎ

　康江
や す え

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

68 柘植小学校 平野
ひ ら の

　伸輔
しんすけ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

69 柘植小学校 西井
に し い

　正和
まさかず

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

70 柘植小学校 中嶋
なかじま

　恭子
や す こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

71 柘植小学校 岡田
お か だ

　みこ 令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

72 西柘植小学校 山﨑
やまざき

　このみ 令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

73 西柘植小学校 仁保
に ほ

　恵美
え み

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

74 西柘植小学校 出口
で ぐ ち

　裕章
ひ ろ き

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

75 西柘植小学校 前澤
まえざわ

　昭彦
あきひこ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

76 西柘植小学校 内田
う ち だ

　善仁
よしひと

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

77 西柘植小学校 中島
ナカジマ

　和徳
ヤスノリ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

78 西柘植小学校 冨田
と み た

　直美
な お み

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

79 壬生野小学校 平岩
ひらいわ

　　修
おさむ

令和6年4月1日から令和8年3月31日 継

80 壬生野小学校 居附
い つ き

　秀樹
ひ で き

令和6年4月1日から令和8年3月31日 継

81 壬生野小学校 金谷
か な や

　泰裕
やすひろ

令和6年4月1日から令和8年3月31日 継

82 壬生野小学校 今井
い ま い

　栄一
えいいち

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

83 壬生野小学校 福永
ふくなが

　紀
き

世
よ

佳
か

令和6年4月1日から令和8年3月31日 継

84 壬生野小学校 服部
はっとり

　大樹
だ い き

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

85 島ヶ原小学校 南出
みなみで

　藤作
と う さ く

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

86 島ヶ原小学校 西口
にしぐち

　　馨
かおる

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

87 島ヶ原小学校 倉坂
くらさか

　惠美子
え み こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

88 島ヶ原小学校 田中
た な か

　孝則
たかのり

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新
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89 阿山小学校 伊室
い む ろ

　春利
はるとし

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

90 阿山小学校 山森
やまもり

　義祥
よしなり

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

91 阿山小学校 川瀬
か わ せ

　康江
や す え

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

92 阿山小学校 遊
ゆう

免
めん

　一子
か ず こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

93 阿山小学校 阿久根
あ く ね

　尚
ひさし

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

94 阿山小学校 福永
フクナガ

　忠夫
タダオ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

95 阿山小学校 界外
か い げ

　裕作
ゆ う さ く

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

96 大山田小学校 前山
まえやま

　恭子
き ょ う こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

97 大山田小学校 辻
つじ

　喜
よし

仁
ひと

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

98 大山田小学校 川野
か わ の

　尚喜
な お き

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

99 大山田小学校 糀谷
こうじたに

　昌久
あきひさ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

100 青山小学校 勝本
かつもと

　順子
じゅんこ

令和6年4月1日から令和8年3月31日 継

101 青山小学校 上山
うえやま

  ひとみ 令和6年4月1日から令和8年3月31日 継

102 青山小学校 竹岡
たけおか

　良昌
よしまさ

令和6年4月1日から令和8年3月31日 継

103 青山小学校 神山
こうやま

　幸久
ゆきひさ

令和6年4月1日から令和8年3月31日 継

104 青山小学校 八木
や ぎ

　かな子
こ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

105 青山小学校 葛󠄀原
くずはら

　晃
あきら

令和6年4月1日から令和8年3月31日 継

106 崇広中学校 吹上
ふきあげ

　純子
じゅんこ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

107 崇広中学校 松岡
まつおか

　克己
か つ み

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

108 崇広中学校 加納
か の う

　圭子
け い こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

109 崇広中学校 井上
いのうえ

　元
はじめ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

110 緑ヶ丘中学校 澤
さわ

　久忠
ひさただ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

111 緑ヶ丘中学校 里
さ と

　　昌信
まさのぶ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

112 緑ヶ丘中学校 堂山
どうやま

　敏夫
と し お

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

113 緑ヶ丘中学校 南
みなみ

　亘
とおる

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

114 緑ヶ丘中学校 中村
なかむら

　理惠
り え

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

115 緑ヶ丘中学校 山本
やまもと

　あけみ 令和7年4月1日から令和9年3月31日 再
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116 城東中学校 清水
し み ず

　由美
ゆ み

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

117 城東中学校 山田
や ま だ

　政
まさ

普
ひろ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

118 城東中学校 川村
かわむら

　寿人
ひ さ と

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

119 城東中学校 辻井
つ じ い

　眞理子
ま り こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

120 城東中学校 輪田
わ だ

　健二
け ん じ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

121 城東中学校 西田
に し だ

　賢一
けんいち

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

122 城東中学校 恒岡
つねおか

　信政
のぶまさ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

123 城東中学校 一路
い ち ろ

　博美
ひ ろ み

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

124 城東中学校 北森
きたもり

　徹
とおる

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

125 城東中学校 稲垣
いながき

　智浩
ともひろ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

126 城東中学校 竹田
た け だ

　悠
ゆう

亮
すけ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

127 上野南中学校 東
あずま

　弘久
ひろひさ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

128 上野南中学校 宮下
みやした

　裕子
ひ ろ こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

129 上野南中学校 光岡
みつおか

　淳子
あ つ こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

130 上野南中学校 辻
つじ

　喜
よし

嗣
つぐ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

131 上野南中学校 五
ご

舛
し ょ

出
で

　圭史
け い し

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

132 上野南中学校 稲林
いなばやし

　司
つかさ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

133 上野南中学校 田中
た な か

　秀和
ひでかず

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

134 柘植中学校 西田
に し だ

　哲也
て つ や

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

135 柘植中学校 高木
た か ぎ

　康江
や す え

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

136 柘植中学校 川口
かわぐち

　素生
も と お

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

137 柘植中学校 林
はやし

　　優次
ゆ う じ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

138 柘植中学校 菊地
き く ち

　晃子
て る こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

139 柘植中学校 西田
に し だ

　方計
みちかず

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

140 柘植中学校 山口
やまぐち

　好文
よしふみ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

141 柘植中学校 岩﨑
いわさき

　睦美
む つ み

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

142 霊峰中学校 佐々木
さ さ き

　光久
てるひさ

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

143 霊峰中学校 木澤
き ざ わ

　正治
まさはる

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

144 霊峰中学校 森田
も り た

　三弥加
さ や か

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

145 霊峰中学校 南出
みなみで

　正博
まさひろ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

146 霊峰中学校 渡
わた

木
き

　正光
まさみつ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新



令和７年度　学校運営協議会委員名簿

学校 名前 委嘱期間

147 島ヶ原中学校 川向
かわむかい

　啓造
けいぞう

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

148 島ヶ原中学校 水口
みなくち

　廣子
ひ ろ こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

149 島ヶ原中学校 東
ひがし

出
で

　欣
きん

子
こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

150 島ヶ原中学校 森嶋
もりしま

　久伸
ひさのぶ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

151 島ヶ原中学校 川
カワ

　庄一郎
ショウイチロウ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

152 島ヶ原中学校 中島
なかじま

　耕士
こ う し

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

153 阿山中学校 谷本
たにもと

　僚
りょう

平
へい

令和7年4月1日から令和8年3月31日 新

154 阿山中学校 田中
た な か

　康裕
やすひろ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

155 阿山中学校 山森
やまもり

　裕美子
ゆ み こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

156 阿山中学校 藤田
ふ じ た

　一美
か ず み

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

157 阿山中学校 福谷
ふくたに

　日出夫
ひ で お

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

158 阿山中学校 隠岐
オキ

　啓子
ケイコ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

159 阿山中学校 澤田
さ わ だ

　高志
た か し

令和7年4月1日から令和8年3月31日 再

160 大山田中学校 田中
た な か

　恭子
き ょ う こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

161 大山田中学校 村田
む ら た

　雅子
ま さ こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

162 大山田中学校 奥
お く

　　　　理
おさむ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

163 青山中学校 花垣
はながき

　淳美
あ つ み

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

164 青山中学校 渡辺
わたなべ

　理紗
り さ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 新

165 青山中学校 神山
こうやま

　幸久
ゆきひさ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

166 青山中学校 福本
ふくもと

　康代
や す よ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

167 青山中学校 坂本
さかもと

　安司
や す し

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

168 桃青の丘幼稚園 水谷
みずたに

　展
のぶ

子
こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

169 桃青の丘幼稚園 瀧
たき

山
やま

　陽子
よ う こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

170 桃青の丘幼稚園 山田
や ま だ

　政
まさ

普
ひろ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再

171 桃青の丘幼稚園 山本
やまもと

　恵子
け い こ

令和7年4月1日から令和9年3月31日 再



 

○伊賀市学校運営協議会の設置に関する規則 

平成21年12月１日教育委員会規則第14号 

改正 

平成24年９月26日教委規則第８号 

平成30年４月１日教委規則第５号 

令和２年10月26日教委規則第21号 

伊賀市学校運営協議会の設置に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第47条の

５の規定に基づき、伊賀市立幼稚園、小中学校における学校運営協議会（以下「協議会」という。）

の設置等に関し必要な事項を定める。 

（設置目的） 

第２条 協議会は、学校（幼稚園を含む。以下同じ。）運営に関する伊賀市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）及び校長（園長を含む。以下同じ。）の権限と責任のもと、保護者及び地

域住民等の学校運営への参画を促進し、学校、保護者、地域住民等相互の信頼関係の構築に努め、

一体となって心豊かで健やかな子どもたちの育成に取り組むものとする。 

（設置） 

第３条 教育委員会は、前条の設置目的を達成するため、学校ごとに協議会を置くものとする。た

だし、教育委員会が２以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると求める場合

には、２以上の学校について一の協議会を置くことができる。              

２ 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会が運営及び当該運営への必要な支援に関して

協議する学校（以下「対象学校」という。）を明示し、当該対象学校に対して通知するものとす

る。 

（所掌事項） 

第４条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度、基本方針を作成し、当該対

象学校に係る協議会の承認を得るものとする。 

(１) 学校の経営計画に関すること。 

(２) 教育課程の編成に関すること。 

(３) 組織の編成に関すること。 

(４) 学校予算の編成及び執行に関すること。 



 

(５) その他、教育委員会が必要と認める事項 

２ 対象学校の校長は、前項において承認された基本方針に従って学校運営を行うものとする。 

（意見の申出） 

第５条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は当該対象学校の校長に

対して、意見を述べることができる。 

２ 協議会は、対象学校の地域や学校の特性を生かした教育活動を充実させるための職員の任用に

関する事項について、教育委員会又は当該対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。 

３ 協議会は、前２項の規定に基づき教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学

校の校長の意見を聴取するものとする。 

（委員の委嘱） 

第６条 協議会の委員は18人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

(１) 対象学校の生徒、児童又は幼児の保護者 

(２) 対象学校が所在する地域の住民 

(３) 対象学校の教職員 

(４) その他、教育委員会が適当と認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、委員のうち、その一部については公募をすることができる。 

３ 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。 

４ 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を委嘱することができる。 

５ 委員は地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第３項に規定する非常勤の特別職の地方公

務員とする。 

（任期） 

第７条 委員の任期は２年以内とし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第４項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、前条第１項第１号から第３号までに掲げる者に該当することによ

り委嘱された委員が当該者に該当しなくなったときは、委員の身分を失う。 

（秘密の保持等） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

２ 前項に定めるもののほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。 



 

(２) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。 

(３) その他、協議会又は対象学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。 

（会長及び副会長） 

第９条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。ただし、対象学校の校

長及び教職員は、会長となることができない。 

２ 会長は会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（議事） 

第10条 協議会の会議は、対象学校の校長と協議のうえ会長が招集し、議長となる。ただし、会長

及び副会長が定められていないときは、対象学校の校長がこれを行う。 

２ 協議会の会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

４ 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。 

５ 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。 

（会議の公開） 

第11条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。 

(１) 対象学校の地域や学校の特性を生かした教育活動を充実させるための職員の任用に関する

事項について審議する場合 

(２) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた場合 

２ 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。 

３ 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 

（研修） 

第12条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等につい

て、正しい理解を得るための必要な研修等を行うことができる。 

（指導及び助言） 

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況に関して的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対し

て指導及び助言を行うものとする。 

２ 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう情報の提供に

努めるものとする。 

（委員の解任） 



 

第14条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当す

ると認められるときは、委員を解任することができる。 

(１) 第８条の規定に違反したとき。 

(２) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。 

(３) その他、解任に相当する事由が発生したとき。 

２ 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報

告しなければならない。 

３ 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。 

（運営に関する評価と情報提供） 

第15条 協議会は、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。 

２ 協議会は、対象学校の生徒、児童又は幼児の保護者及び対象学校の所在する地域の住民等に対

して自らの活動状況を積極的に公開するなど情報提供に努めなければならない。 

（運営等） 

第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、

運営に必要な事項を定めることができる。 

（委任） 

第17条 この規則に定めるものの他、協議会に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年９月26日教委規則第８号） 

この規則は、平成24年10月１日から施行する。 

  附 則（平成30年４月１日教委規則第５号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年10月26日教委規則第21号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 



議案第30号 

 

伊賀市学校いじめ問題相談員の委嘱に係る専決処分の承認について 

 

 伊賀市学校いじめ問題相談員の委嘱に係る専決処分について、伊賀市教育委員会教育長

に対する事務委任規則（平成 16年伊賀市教育委員会規則第４号）第３条第１項により専決

処分したので、同条第２項の規定により承認を求める。 

  令和７年５月29日提出 

 

伊賀市教育委員会教育長  澤田  剛 

 

記 

 

１ 専決処分理由 新年度でＰＴＡや地域の役員が交代するため前年度に委員を委

嘱することが困難である。また、年度当初から学校いじめ問題相

談員として活動をスタートする必要があることから、緊急性を要

するため専決処分を行ったことに対する承認を求めようとする。 

 

２ 委嘱委員    別紙のとおり 

     

３ 委嘱期日     令和７年４月１日から令和８年３月31日 



専決第 11号 

 

   専決処分書 

 伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成 16年教育委員会規則第

４号）第３条第１項及び第２項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 令和７年４月１日 

 

          伊賀市教育委員会 

          教育長 澤田 剛 



2025/4/1

№ 学校名 名前 新任・再任

1 上野東小学校 米田　美紀子 再任

2 上野東小学校 秋葉　恵美 新任

3 上野東小学校 東　加奈 再任

4 上野東小学校 小野田　雄二 再任

5 上野東小学校 小丸　恵一 新任

6 上野西小学校 粟野　和枝 再任

7 上野西小学校 吉川　博子 再任

8 上野西小学校 田中　伸一 再任

9 上野西小学校 瀧山　陽子 再任

10 久米小学校 北村　夕美 再任

11 久米小学校 今髙　英理子 再任

12 久米小学校 前川　宝孝 再任

13 久米小学校 荒井　恵美子 再任

14 上野北小学校 百上　宜明 再任

15 上野北小学校 井上　令子 再任

16 上野北小学校 田中　栄司 再任

17 上野北小学校 吹上　純子 再任

18 府中小学校 奥田　善子 新任

19 府中小学校 田中　栄一 新任

20 府中小学校 東構　昌子 新任

21 中瀬小学校 濱田　裕美 再任

22 中瀬小学校 一路　博美 再任

23 中瀬小学校 山田　政普 再任

24 中瀬小学校 田中　千恵子 再任

25 友生小学校 澤　久忠 再任

26 友生小学校 惠土　敏志 再任

27 友生小学校 辻本　まゆみ 再任

28 友生小学校 岸　則和 再任

29 友生小学校 榎　正和 再任

30 上野南小学校 西　祐治 再任

31 上野南小学校 横井　均 再任

32 上野南小学校 川上　俊三 新任

2025（令和７）年度伊賀市学校いじめ問題相談員名簿



2025/4/1

№ 学校名 名前 新任・再任

2025（令和７）年度伊賀市学校いじめ問題相談員名簿

33 上野南小学校 大西　一良 新任

34 成和東小学校 川口　惠美子 新任

35 成和東小学校 山口　美紀 再任

36 成和東小学校 山﨑　沙紀 再任

37 成和西小学校 兼本　政一 新任

38 成和西小学校 山盛　雅弘 新任

39 成和西小学校 窪田　朱子 再任

40 三訪小学校 川本　哲 再任

41 三訪小学校 福森　朋子 再任

42 三訪小学校 伊藤　昭美 再任

43 柘植小学校 前嶌　智子 再任

44 柘植小学校 藤井　真弓 再任

45 柘植小学校 林　優次 再任

46 西柘植小学校 木澤　正治 再任

47 西柘植小学校 仁保　恵美 新任

48 西柘植小学校 岡山　惠美子 再任

49 壬生野小学校 金谷　生美 再任

50 壬生野小学校 山下　豊 再任

51 壬生野小学校 早川　恵美 再任

52 壬生野小学校 丸山　和美 新任

53 島ヶ原小学校 梶川　正博 再任

54 島ヶ原小学校 南畑　陽子 再任

55 島ヶ原小学校 山菅　善文 再任

56 阿山小学校 窪崎　登志 再任

57 阿山小学校 藤村　泰子 再任

58 阿山小学校 伊室　春利 再任

59 阿山小学校 秋野　久枝 再任

60 大山田小学校 西口　修身 新任

61 大山田小学校 中川　恵美子 再任

62 大山田小学校 西岡　道啓 再任

63 青山小学校 花垣　淳美 再任

64 青山小学校 上山　ひとみ 再任
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65 青山小学校 竹岡　良昌 再任

66 青山小学校 岩嵜　清悟 再任

67 崇広中学校 井上　元 新任

68 崇広中学校 松岡　克己 再任

69 崇広中学校 加納　圭子 再任

70 崇広中学校 吹上　純子 再任

71 緑ヶ丘中学校 澤　久忠 再任

72 緑ヶ丘中学校 堂山　敏夫 再任

73 緑ヶ丘中学校 山本　あけみ 再任

74 緑ヶ丘中学校 里　昌信 再任

75 城東中学校 川村　寿人 再任

76 城東中学校 東構　昌子 再任

77 城東中学校 山田　政普 新任

78 城東中学校 辻井　眞理子 再任

79 城東中学校 伊藤　昭美 再任

80 上野南中学校 五舛出　圭史 再任

81 上野南中学校 飯代　育志 再任

82 上野南中学校 稲野　讓兒 再任

83 柘植中学校 川口　素生 再任

84 柘植中学校 菊地　晃子 再任

85 柘植中学校 高木　康江 再任

86 霊峰中学校 南出　正博 再任

87 霊峰中学校 佐々木　光久 再任

88 霊峰中学校 木澤　正治 再任

89 島ヶ原中学校 中島　耕士 再任

90 島ヶ原中学校 東出　欣子 再任

91 島ヶ原中学校 森嶋　久伸 再任

92 阿山中学校 福谷　日出夫 再任

93 阿山中学校 山森　裕美子 再任

94 阿山中学校 藤田　一美 再任

95 阿山中学校 隠岐　啓子 再任

96 大山田中学校 田中　恭子 再任
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97 大山田中学校 児玉　泰清 再任

98 大山田中学校 村田　雅子 再任

99 大山田中学校 川野　尚喜 再任

100 青山中学校 福本　康代 再任

101 青山中学校 花垣　淳美 再任

102 青山中学校 竹岡　良昌 再任

103 青山中学校 上山　ひとみ 再任
男性 48人 70歳以上

女性 55人 29人



○伊賀市学校いじめ問題相談員設置要綱 

平成 24年８月 24日教育委員会告示第 19号 

伊賀市学校いじめ問題相談員設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童生徒や保護者からの相談を受け、いじめ、対人関係のトラ

ブル等の問題の早期解決に資するため、いじめ問題相談員（以下「相談員」という。）

を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 相談員は、伊賀市立のすべての小学校及び中学校（以下「学校」という。）に

置く。 

（職務） 

第３条 相談員は、配置された学校の校長の指揮監督の下に、次に掲げる職務を遂行

する。 

(１) 校区の児童生徒や保護者からの相談に関すること。 

(２) 学校、教育委員会への報告に関すること。 

（委嘱等） 

第４条 相談員は、学校運営協議会委員、教員であった者、青少年団体の指導者その

他の教育に関する知識及び経験を有する者等から校長が推薦し、教育委員会が委嘱



する。 

２ 相談員は非常勤とし、１校につき５人以内とする。 

（任期） 

第５条 相談員の任期は、１年とし、再任を妨げない。ただし、前任者が解任された

場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（秘密の保持） 

第６条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後

もまた同様とする。 

（解任） 

第７条 教育委員会は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任

することができる。 

(１) 自己の都合により、解任を申し出たとき。 

(２) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

(３) 相談員にふさわしくない非行があったとき。 

(４) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関する必要な事項は、教育委員会が

別に定める。 



附 則 

この告示は、平成 24年９月１日から施行する。 

附 則（平成 28年４月１日教委告示第 20号） 

この告示は、平成 28年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日教委告示第 10号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 



議案第31号 

 

   伊賀市青少年センター補導員の委嘱に係る専決処分の承認ついて 

 

 伊賀市青少年センター補導員の委嘱に係る専決処分について、伊賀市教育委員会教育長に

対する事務委任規則（平成 16年伊賀市教育委員会規則第４号）第３条第２項の規定に基づ

き、下記のとおり承認を求める。 

  令和７年５月29日提出 

 

                    伊賀市教育委員会 教育長 澤田 剛 

 

記 

 

１ 提案理由   委嘱しようとする関係機関及び団体の人事異動等に伴い、青少年センタ

ー補導員を前任期間中に確定することができなかったため、専決処分を

行ったことに対する承認を求めようとする。 

 

２ 委嘱委員   別紙のとおり 

 

３ 委嘱期間   令和７年４月１日から令和９年３月31日まで 



専決第 12 号 

 

   専決処分書 

 伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成 16 年教育委員会規則第

４号）第３条第１項及び第２項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 令和７年４月１日 

 

          伊賀市教育委員会 

          教育長 澤田 剛 



氏名 区分 備考

　宮谷　則夫 伊賀地区少年警察協助員 再任

　廣島　利重 伊賀地区少年警察協助員 再任

　玉岡　則生 伊賀地区少年警察協助員 再任

　居附　秀樹 伊賀地区少年警察協助員 再任

　中島　文明 伊賀地区少年警察協助員 再任

　桒原　喜久子 伊賀地区少年警察協助員 再任

　加藤　裕司 伊賀地区少年警察協助員 再任

　工藤　隆之 伊賀地区少年警察協助員 再任

　亀井　輝治 伊賀地区少年警察協助員 再任

　山本　貴美代 伊賀地区少年警察協助員 再任

　前川　幸彦 伊賀地区少年警察協助員 再任

　峰　徳秀 伊賀地区少年警察協助員 再任

　櫻本　悦子 伊賀地区少年警察協助員 再任

　東構　昌子 伊賀地区少年警察協助員 再任

　関本　高夫 伊賀地区少年警察協助員 再任

　松田　義清 伊賀地区少年警察協助員 再任

　石橋　広保 三重県警察少年指導委員 再任

　大井　秀俊 三重県警察少年指導委員 再任

任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日

令和７年度 伊賀市青少年センター補導員名簿　　　　



氏名 区分 備考

　佐野　千春 伊賀少年サポートセンター（名張署） 再任

　松下　優枝 伊賀少年サポートセンター（名張署） 再任

　川部　千佳 青少年センター所長（教育委員会事務局長） 再任

　藤島　月美 生涯学習課長 新任

　髙見　有紀 生涯学習課 再任

　本田　真章 生涯学習課 新任

　西口　修身 生涯学習課 再任

　伊藤　真穂 生涯学習課 再任

　梅田　佳生 生涯学習課 再任

　宮田　茂光 生涯学習課 新任

　廣岡　昭貴 主任補導員 再任

　西岡　道啓 主任補導員 再任

　清水　祐子 主任補導員 再任



議案第32号 

 

伊賀市青少年センター運営委員会委員の委嘱及び任命について 

 

 伊賀市青少年センター条例（平成16年伊賀市条例第252号）第４条の規定に基づき、下

記のとおり承認を求める。 

  令和７年５月29日提出 

 

 

伊賀市教育委員会教育長 澤田 剛 

 

記 

 

１ 提案理由      任期満了に伴い、委員の委嘱及び任命を行おうとする。 

 

２ 委嘱・任命委員  別紙のとおり 

 

３ 委嘱・任命期間  令和７年６月１日から令和９年５月31日まで 

 

 

 

 

 

 

 



氏名 よみ 選出母体 初年委嘱年月日 備考

1 福森　はるみ ふくもり　はるみ 伊賀市民生委員児童委員連合会 令和5年6月1日

2 飛井　浩也 とびい　ひろや 伊賀保護司会 令和7年6月1日 新任

3 伊賀地区防犯協会

4 森永　宏 もりなが　ひろし 伊賀市小中学校校長会 令和7年6月1日 新任

5 杉阪　英則 すぎさか　ひでのり 高等学校校長 令和5年6月1日

6 隠岐　徹 おき　とおる 伊賀市小中学校校長会 令和7年6月1日 新任

7 廣岡　伸幸 ひろおか　のぶゆき 上野児童福祉会連合会 平成30年7月1日

8 森川　徹 もりかわ　とおる 伊賀市PTA連合会 令和5年6月1日

9 増田　昭子 ますだ　あきこ 伊賀市更生保護女性の会 令和2年6月1日

10 東構　昌子 ひがしがまえ　まさこ 伊賀地区少年警察協助員協議会 令和5年6月1日

11 戸田　靖紀 とだ　やすのり 伊賀警察署 令和7年6月1日 新任

12 間邪　修弘 かんじゃ　のぶひろ 三重県伊賀児童相談所 平成7年6月1日 新任

13 釜井　宣尚 かまい　のりひさ 上野商工会議所 令和7年6月1日 新任

14 小坂　宣子 こさか　のりこ 伊賀市商工会 令和7年6月1日 新任

15 伊賀地区職域防犯組合連合会

16 川北　喜道 かわぎた　よしみち 伊賀市社会福祉事務所 令和7年6月1日 新任

17 中井　洸一 なかい　こういち 伊賀市青少年育成市民会議 令和２年7月1日

18 奥澤　重久 おくざわ　しげひさ 伊賀市青少年育成市民会議 令和7年6月1日 新任

19 川口　文克 かわぐち　ふみかつ 伊賀市青少年育成市民会議 令和7年6月1日 新任

20 富岡　通郎 とみおか　みちお 伊賀市青少年育成市民会議 令和7年6月1日 新任

伊賀市青少年センター運営委員会委員名簿

任期：令和7年6月1日から令和9年5月31日まで
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○伊賀市青少年センター条例 

平成16年11月１日条例第252号 

改正 

平成21年３月６日条例第16号 

平成30年12月27日条例第49号 

令和元年10月１日条例第24号 

伊賀市青少年センター条例 

（目的及び設置） 

第１条 青少年の健全な育成を期し、その愛護補導を行うため、青少年センターを設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 青少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 伊賀市青少年センター 

位置 伊賀市上友生785番地 

（業務） 

第３条 青少年センターは、次に掲げる業務を行う。 

(１) 街頭補導 

(２) 青少年相談 

(３) 有害環境の発見と調査 

(４) 関係機関、団体、家庭及び職場との連携補導 

(５) その他青少年の非行防止に必要な事項 

（運営委員会） 

第４条 青少年センターの活動方針、業務実施計画及び運営事項を審議するため、青少年センター

運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会の委員は、関係機関及び団体の代表者又は構成員で当該関係機関又は団体の推薦を

受けた者のうちから30人以内を伊賀市教育委員会（以下「委員会」という。）が委嘱又は任命す

る。 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とす

る。 

４ 前項の規定に関わらず、任期内であっても、委員が第２項に定める関係機関及び団体の代表者

又は構成員でなくなったときは、委員を辞したものとみなす。 
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５ 運営委員会に委員の互選により、委員長及び副委員長１人を置く。 

６ 委員長は、会議を招集し、議長となる。 

７ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

８ 運営委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。 

９ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

10 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員

会に諮って定める。 

（職員） 

第５条 青少年センターに次の職員を置く。 

(１) 所長 

(２) その他の職員 若干人 

２ 前項に規定する職員のうち所長は、委員会職員を、その他の職員は、委員会職員及び委員会が

任命した者をもって充てる。 

３ 所長は、青少年センターの業務を統括し、その他の職員は、所長の命を受け業務を遂行する。 

（補導員等） 

第６条 青少年センターに補導の業務を行う次の者を置く。 

(１) 主任補導員 

(２) 補導員 

２ 主任補導員は、前条第１項第２号に規定するその他の職員のうち、委員会が任命した者とする。 

３ 補導員は、関係機関及び団体の構成員で当該関係機関又は団体の推薦を受けた者を委員会が委

嘱又は任命する。 

４ 補導員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠補導員の任期は前任者の残任期間

とする。 

５ 前項の規定に関わらず、任期内であっても、補導員が第３項に定める関係機関及び団体の構成

員でなくなったときは、補導員を辞したものとみなす。 

６ 主任補導員及び補導員は、青少年センターの業務実施計画に基づき必要と認める青少年の補導

を行う。 

（補導員証） 

第７条 委員会は、主任補導員及び補導員に対し、その身分を証するため補導員証を交付する。 
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２ 主任補導員及び補導員は、業務の実施に当たり常に前項に定める補導員証を携帯し、要求があ

ればこれを提示しなければならない。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成16年11月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月６日条例第16号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の伊賀市青少年センター条例第４条

第２項の規定により、委嘱又は任命された青少年センター運営委員会の委員の任期は、この条例

の施行の日から起算するものとする。 

附 則（平成30年12月27日条例第49号） 

この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年10月１日条例第24号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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○伊賀市青少年センター条例施行規則 

平成16年11月１日教育委員会規則第26号 

改正 

平成21年３月27日教委規則第６号 

平成23年２月28日教委規則第１号 

平成23年５月31日教委規則第７号 

平成27年５月25日教委規則第８号 

令和５年３月20日教委規則第５号 

伊賀市青少年センター条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、伊賀市青少年センター条例（平成16年伊賀市条例第252号。以下「条例」とい

う。）第８条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（運営委員会の委員の委嘱等） 

第２条 条例第４条第２項に規定する関係機関及び団体は、別表第１のとおりとする。 

（補導員の委嘱等） 

第３条 条例第６条第３項に規定する関係機関及び団体は、別表第２のとおりとする。 

（補導員証） 

第４条 条例第７条第１項に規定する補導員証は、様式第１号によるものとする。 

（簿冊） 

第５条 青少年センターに次の簿冊を備える。 

(１) 補導員証交付簿 

(２) 補導日誌（様式第２号） 

(３) 青少年相談処理書綴（様式第３号） 

(４) 青少年補導報告書綴（様式第４号） 

(５) 会議録 

附 則 

この規則は、平成16年11月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月27日教委規則第６号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年２月28日教委規則第１号） 
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この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年５月31日教委規則第７号） 

この規則は、平成23年６月１日から施行する。 

附 則（平成27年５月25日教委規則第８号） 

この規則は、平成27年６月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月20日教委規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

１ 民生委員児童委員連合会 

２ 保護司会 

３ 防犯協会 

４ 小中学校校長会 

５ 高等学校校長 

６ 小中学校校長会生活指導担当 

７ 児童福祉会連合会 

８ ＰＴＡ連合会 

９ 更生保護女性の会 

10 少年警察協助員協議会 

11 警察署 

12 児童相談所 

13 商工会議所 

14 商工会 

15 職域防犯組合連合会 

16 社会福祉事務所 

17 伊賀市青少年育成市民会議 

別表第２（第３条関係） 

１ 伊賀地区少年警察協助員 

２ 三重県立入調査員 

３ 三重県警察少年指導委員 
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４ 伊賀少年サポートセンター 

５ 関係市職員 

６ 青少年センター職員 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 
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様式第４号（第５条関係） 

 



議案第33号 

 

伊賀市子ども健全育成施策検討委員会委員の委嘱に係る専決処分の承認について 

 

伊賀市子ども健全育成施策検討委員会条例（平成19年伊賀市条例第 50号）第４条の規

定に基づく補欠委員の委嘱に係る専決処分について、伊賀市教育委員会教育長に対する事

務委任規則（平成 16 年教育委員会規則第４号）第３条第２項の規定に基づき承認を求め

る。 

令和７年５月29日 

 

伊賀市教育委員会教育長 澤田 剛 

 

記 

 

１ 専決処分理由 団体からの派遣役員交代に伴い、補欠委員を委嘱する必要があるため

専決処分を行ったことに対する承認を求めようとする。 

 

２ 委嘱委員   別紙のとおり 

 

３ 委嘱期間   令和７年４月８日から令和８年９月 30日まで（前任者の残任期間） 

 

 

 

 

 

 



専決第 13号 

 

   専決処分書 

 伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成 16年教育委員会規則第

４号）第３条第１項及び第２項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 令和７年４月８日 

 

          伊賀市教育委員会 

          教育長 澤田 剛 



№ 所属 氏名 初回委嘱年月日 備考

1 読み聞かせ活動団体 岡山　惠美子 令和6年10月1日

2 伊賀市社会教育委員会 中嶋　恭子 令和6年10月1日

3 伊賀市青少年育成市民会議 増永　秀美 令和6年10月1日

4 伊賀市ＰＴＡ連合会 澤　和枝 令和6年10月1日

5 市民公募 家城　円 令和6年10月1日

6 市民公募 竹島　みち子 令和6年10月1日

7 伊賀市公立幼稚園 松永　愛 令和6年10月1日

8 伊賀市公立保育所 松村　幸世 令和6年10月1日

9 伊賀市公立小学校 稲森　文一 令和7年4月8日 補欠委員

10 伊賀市公立中学校 澤　健史 令和7年4月8日 補欠委員

11 伊賀市内公立高等学校図書館司書 瀧夲　志津代 令和6年10月1日

12 伊賀市図書館協議会 柴田　正美 令和6年10月1日

13 伊賀市社会事業協会 松田　昌子 令和6年10月1日

14 民生委員児童委員 松尾　明彦 令和6年10月1日

15 学識経験者 岡野　裕行 令和6年10月1日

伊賀市子ども健全育成施策検討委員会委員名簿

※ 委嘱期間　　令和６年１０月１日～令和８年９月３０日



 

○伊賀市子ども健全育成施策検討委員会条例 

平成19年12月26日条例第50号 

伊賀市子ども健全育成施策検討委員会条例 

（設置） 

第１条 少子化社会における伊賀市の子どもたちの健全育成を推進するための諸施策（以下「育成

諸施策」という。）を検討するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規

定に基づき、伊賀市子ども健全育成施策検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、育成諸施策について所掌する。 

（組織） 

第３条 委員会は、20人以内で構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(１) 社会教育関係団体の代表 

(２) 各種団体の代表 

(３) 市民から公募した者 

(４) その他教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、任期内であっても、委員が前条第２項各号に掲げる要件を欠いたと

きは、委員を辞したものとみなす。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会には、会長及び副会長各１人を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

（意見の聴取） 

第７条 委員会は、検討事項について特に必要がある場合、委員以外の者の出席を求め、意見を聴

くことができる。 



 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。 

（補則） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年１月１日から施行する。ただし、第３条第２項第３号の規定は、平成21

年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、伊賀市子ども健全育成施策検討委員会設置要綱（平成16年

伊賀市教育委員会告示第14号）により委員に委嘱された委員は、この条例の相当規定により委員

に委嘱されたものとみなす。 



議案第34号 

 

   伊賀市放課後子ども教室事業実施要領の制定に係る専決処分の承認について 

 

 伊賀市放課後子ども教室事業実施要領の制定に係る専決処分について、伊賀市教育委員会

教育長に対する事務委任規則（平成 16年伊賀市教育委員会規則第４号）第３条第２項の規

定に基づき、下記のとおり承認を求める。 

  令和７年５月29日提出 

 

                    伊賀市教育委員会 教育長 澤田 剛 

 

記 

 

１ 提案理由    放課後子ども教室については、国県補助事業であり交付要綱等があり

ますが、実務的な部分は各自治体の取り決めによるとされていることか

ら、新たに要領を制定する専決処分を行ったことに対する承認を求めよ

うとする。 

 

２ 制定内容   別紙のとおり 

 

３ 施行期日   令和７年４月１日 



専決第 14 号 

 

   専決処分書 

 伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成 16 年教育委員会規則第

４号）第３条第１項及び第２項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 令和７年４月１日 

 

          伊賀市教育委員会 

          教育長 澤田 剛 



伊賀市放課後子ども教室事業実施要領 

 

１ 目的 

 伊賀市内の各小学校区において、放課後や週末等に小学校施設等を活用して、子どもた

ちの安全かつ安心な活動拠点や居場所を設け、幅広い地域の方々の参画を得て、子どもた

ちの勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、

子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進することを

目的とする。 

 

２ 定義 

  この要領において、用語の定義は次のとおりとする 

(1) 放課後子ども教室 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領（学校を

核とした地域力強化プラン）（平成 27 年３月 31 日総合教育政策局長・初等中等教育

局長決定）の規定により実施する活動をいう。 

(2) 受託者 放課後子ども教室の運営を市から委託された者をいう。 

(3) 運営委員会等 放課後子ども教室の円滑な運営を図るために設置する合議体をい

う。 

(4) 休業日 土曜日及び日曜日、祝祭日をいう。 

(5) 長期休業日 伊賀市立学校（園）の管理及び運営に関する規則（平成 16年伊賀市教

育委員会規則第 18号）第５条で規定する日をいう。 

(6) 平日 休業日及び長期休業日以外の日をいう。 

 

３ 実施主体 

放課後子ども教室事業の実施主体は伊賀市とし、地域づくり組織、非営利活動法人又は

地域に根差した活動を行っている団体等で市が認めた者に委託して行うものとする。 

 

４ 設置の基準 

(1)  実施期間・時間 

概ね年間を通じて、平日や休業日及び長期休業日に継続的・定期的に実施する。 

年間 200 日未満（地域の住民の参画が十分である場合、250 日未満）、１日４時間以

内とする 。 

休業日及び長期休業日で特に必要な場合 （特別な催し物を実施する場合や、参加を

希望する子どもができる限り参加できるようにするため、長時間の開設がやむを得な

い場合等）には８時間以内とする。 

(2)  実施場所 

放課後子ども教室事業は、原則として、小学校施設（空き教室、校庭、体育館等）を

活用して実施する。ただし、地域の実情に応じて地区市民センター等の公共施設等、子

どもたちが安心して多様な活動に取り組むことが可能な場所とする。 

(3) 対象児童 

原則として、放課後子ども教室の実施場所にある伊賀市立小学校に就学する子ども



とする。校区外の子どもについては、市と受託者との協議により、必要に応じて参加で

きるよう受託者が配慮し、決定する。 

(4) 運営委員会等 

ア 受託者は、放課後子ども教室ごとに運営委員会等を設置する。ただし、非営利法人

等が放課後子ども教室の受託者となる場合は、受託者は放課後子ども教室の円滑な

運営を図れるよう、運営委員会等に代わる合議体制を設けるものとする。 

  イ 運営委員会等は、次に掲げる事項を所掌する。 

   (ア） 月間スケジュール及びプログラム調整に関すること。 

   (イ) 事故対応等に係る安全管理に関すること。 

   (ウ) ボランティアスタッフ等の人材確保に関すること。 

   (エ) 放課後子ども教室の運営の振り返りに関すること。 

   (オ) その他、放課後子ども教室の運営に関すること。 

  ウ 運営委員会等には、会長、副会長及び会計など、必要な役職を置くことができる。 

(5) スタッフ 

  ア コーディネーター及び教育活動サポーターの配置 

(ア) 受託者は、コーディネーター及び教育活動サポーターを、各教室の実情（開催

日数や参加人数等）に応じて、必要な人数を配置する。 

(イ) コーディネーター、教育サポーター、運営委員会の会長、副会長、会計などの

役割間での兼務は可能とする。ただし、放課後子ども教室開所中は教育サポータ

ーの業務が優先される。 

イ コーディネーターの業務 

(ア) 学校や関係機関･団体等との連絡調整 

(イ) 放課後子ども教室と放課後児童クラブとの連携についての調整 

(ウ) 地域の実情に応じた活動プログラムの企画や指導･助言等 

(エ) 地域の人材の確保･登録･配置等 

ウ 教育活動サポーターの業務 

(ア) 子どもたちの安全管理 

(イ) 子どもたちの遊びや活動の支援 

  エ 研修 

受託者はコーディネーター及び教育活動サポーター等に、市等が主催する青少年

ネットワークづくり研修会ほか青少年に関係する研修会に出席させるものとする。 

オ コーディネーター及び教育活動サポーターの謝金 

市はコーディネーター及び教育活動サポーターに謝金を支払う。 

(ア) コーディネーター 

市に提出された勤務実績簿により市から支払うものとする。月ごとの支払金

額は、総活動時間（1 時間未満の時間は、分単位を時間単位に換算したうえで、

小数点第２位以下を切り捨てる。）に単価を乗じたものの合計とする。なお、コ

ーディネーターが教育活動サポーターを兼務する場合で、放課後子ども教室開

所中の謝金は、教育活動サポーターの区分及び単価を優先して適用する。 

(イ) 教育活動サポーター 

     委託料から支払うものとする。月ごとの支払金額は、平日、休業日、長期休業日



（1時間未満の時間は、分単位を時間単位に換算したうえで、小数点第２位以下を

切り捨てる）に区分し、単価を乗じたものの合計とする。 

(6) 備品の整備 

事業を実施するために必要な備品について、市は放課後子ども教室の開設初年度に

予算の範囲内で購入し、受託者に貸与することができる。なお、整備する備品につい

ては、各地域の放課後子ども教室の実情に応じたものとする。 

 

5 運営 

(1)  教室の規模 

放課後子ども教室の規模については、子どもたちの情緒の安定や事故防止を図る観

点から、概ね 35人程度までとする。ただし、これを大きく超える場合は、コーディネ

ーター及び教育活動サポーターの配置人数を確保したうえで、分室等を行い実施する

ことができる。 

(2)  運営管理 

ア 受託者は、利用申し込みの案内のほか、利用に係る登録などを行うとともに、利用

した対象者（以下「利用者」という。）とその人数を記録しなければならない。 

イ 受託者は、放課後子ども教室の運営にあたり、業務上知り得た利用者又はその家族

の秘密を漏らしてはならない。また、個人情報の改ざん、滅失、破損その他の事故防

止のために必要かつ適正な措置を講ずるとともに、これらの事故が生じた場合は、そ

の事実を直ちに市に報告するものとする。 

ウ 利用者に配慮を要する場合には、教育活動サポーターを十分に確保するなど、適切

な措置を講じなければならない。 

エ 児童の迎えは、利用者の保護者等において行うものとする。 

  オ 受託者は、放課後子ども教室の目的と異にする活動や公共性に欠ける活動、不適切

な内容の活動を行ってはならない。 

 

6 放課後子ども教室の開設について 

受託者は、放課後子ども教室を開設する自治協議会の意見書及び、学校運営協議会の意

見書を添えて市に申請するものとする。 

 

７ 事務の流れ 

年度 時期 内容 備考 

当年度 ～７月下旬 募集 事業の受託を希望する団体の募集 

７月末 事業計画提出 計画書類を作成・人材の確保 

10～３月 内容検討・事業決定 提出書類の審査 

関係各所への周知 住民自治協議会、学校運営協議会、PTA、保護者

など 

事業実施の決定  

次年度 ４月～３月 事業実施 契約、委託料の支払い、事業開始 

11月頃 決算見込み額の報告 国県への委託料の見込み額の報告 



３月 

３月末 事業終了 完了報告及び精算報告 

 

８ 事業費の算定及び予算の執行について 

(1)  委託料全般について 

ア 委託料については、各地域の実情に応じた教室の運営に必要な経費を精査し、実費

を計上する。 

イ 適正な予算の執行を行うと共に、精算の際に不用額があるときは、市に返納する。 

  ウ 単年度事業であるため、次年度に向けての予算の執行はできない。 

 

(2)  委託料に計上できる必要経費について 

 ア 報償費（教育活動サポーター報償） 

(ア) 教育活動サポーター報償の報償費を計上する。 

(イ) 年間の放課後子ども教室の実施日から、必要な教育活動サポーターの人数及

び日数、時間数を割り出し、集計し算出するものとする。 

(ウ) コーディネーター報償及び講師謝金は、市から本人に直接支払うため、委託料

の積算には含めない。 

イ 旅費 

(ア) 活動や研修会等において、サポーターが私用車を使用する場合の旅費を計上

する。 

(イ) 私用車を使用する場合は、事前に市に使用許可を申請し、使用後に走行距離を

記入のうえ報告を行うことで、伊賀市職員等の旅費に関する条例（平成 29 年伊

賀市条例第２号）に則り、１キロメートル当たり 37円を上限に旅費として委託料

から支出することができる。 

ウ 消耗品費 

(ア) 事務用品、文具、印刷用紙、インク、写真フィルムなど（当該年度で必要にな   

るもの） 

(イ) ポスターやチラシなどの印刷代、コピー代、写真現像代などの印刷費 

(ウ) 児童分及びコーディネーター分、教育活動サポーター分に関わらず、食料品は

参加者負担とし予算に計上することはできない。 

(エ) 子ども一人ひとりが使用し、持ち帰るものについては、計上することはできな

い。 

エ 光熱水費 

   教室を借用している場合の使用する施設の光熱水費 

オ 通信運搬費 

参加者への案内等の郵送料など 

  カ 手数料 

振込手数料などの経費 

  キ 保険料 

放課後子ども教室のサポーターなどの、事業関係者が加入するボランティア保険 

ク 使用料及び賃借料 



事業を実施する場合の施設借上料やレンタルビデオ代など 

 

(3) 委託料に計上できないもの 

ア おやつ等の飲食物代や、子どもたちの実費相当の保険料・材料費・バス等の交通費 

イ 備品購入費 

(ア) 備品購入費に関しては、国が示す補助限度額以内で、教室開設初年度のみ計上

することができる。その後の備品購入については計上することができない。 

(イ) 備品購入費は、市から購入先に支払うため、委託料の積算から除外するものと

する。 

ウ コーディネーター報償 

   (ア) 年間の放課後子ども教室の実施日及び教育活動サポーターの人数、活動の実

施内容などから、必要な準備時間数を集計し、算出するものとする。 

(イ) コーディネーター報償については、市からコーディネーターに直接支払うた

め、委託料の積算には含めない。 

エ 講師謝金 

(ア) 講師謝金については、講師を招いて行う事業の年間実施回数をもとに積算す

る。 

(イ) 講師謝金は、市から講師に謝金を支払うため、委託料の積算から除外するもの

とする。 

(ウ) 講師が講座等で使用する材料代や消耗品代を負担して講師名義で請求する場

合は、あらかじめこれらの費用を講師謝金に含めたうえで支払う。このため講座

を企画する段階で、内容について市に事前に相談するものとする。 

 

９ 委託料の支払い及び精算 

(1) 委託料は、契約書及び請求書に基づき口座振込とする。 

(2) 事業終了後は事業実績報告に基づき精算を行う。余剰金が発生した場合は、市へ返

金するものとする。 

(3) 報償費として積算した額、又は報償費以外として積算した額については、流用する

ことができない。 

 

10 書類の提出等 

(1) 受託者は、その年度に実施する活動が全て終了したときは、その日から 10日以内又

は当該年度の３月 15日までのいずれか早い日までに、市が必要と認める書類を提出し

なければならない。 

(2) 市から求めがあったときは、活動の実施状況、その他市が必要と認める事項につい

て、速やかに報告しなければならない。 

 

11 各種保険 

放課後子ども教室を利用する児童は、活動中の万一の事故や利用施設等の破損に備え、

傷害保険に加入するものとする。（児童の掛金は個人負担とする。） 

保険の加入者名簿はスタッフ分、児童分ともに実績報告の際に提出する。 



 

12 非常時対策 

  受託者は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、

非常災害に対する具体的な計画を立て、これに対する不断の注意及び訓練をするように

努めなければならない。 

 

13 事業の検証・評価等 

  市は、実施した事業の内容を検証、評価し、必要な見直しを随時行うものとする。 

 

14 放課後児童クラブと放課後子ども教室との連携及び学校や地域住民等の幅広い協力・

参画 

  放課後児童クラブと放課後子ども教室が連携して事業を実施するほか、学校や地域住

民等の幅広い参画を得て、連携・協働して様々な活動を行うことに理解を深め、協力・参

画するものとする。 

 

15 放課後子ども教室の閉室について 

  やむを得ない理由により、放課後子ども教室を閉室する場合は、市に申し出るものとす

る。 

 

16 補則 

  この要領に定めるもののほか、必要な事項は市が別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、令和 7年 4月 1日から施行する。 

 



議案第35号 

 

教育委員会職員の人事に係る専決処分の承認について 

 

教育委員会職員の４月 16 日付人事に係る専決処分について、伊賀市教育委員会教育長

に対する事務委任規則（平成 16 年教育委員会規則第４号）第３条第２項の規定に基づき

承認を求める。 

 令和７年５月29日提出 

 

伊賀市教育委員会教育長 澤田 剛 

 

記 

 

処分内容   別紙のとおり【詳細資料省略】  



専決第９号 

   専決処分書 

 伊賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成 16 年伊賀市教育委員会

規則第４号）第３条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和７年４月 14 日 

 

         伊賀市教育委員会 

          教育長 澤田 剛 



議案第 36 号 

 

伊賀市文化財保存活用地域計画協議会委員の委嘱について 

 

伊賀市文化財保存活用地域計画協議会設置要綱（令和３年教育委員会告示第３

号）第３条の規定に基づき承認を求める。 

  令和７年５月 29 日提出 

 

伊賀市教育委員会教育長 澤田 剛   

 

記 

 

１ 委嘱理由   伊賀市文化財保存活用地域計画協議会委員の任期満了に伴 

い、委員の委嘱を行おうとする。 

 

２ 委嘱委員   別紙のとおり 

 

３ 委嘱期間   令和７年６月１日から令和９年５月 31 日まで 

 

 



伊賀市文化財保存活用地域計画協議会委員(任期：R7.6.1～R9.5.31)

要綱第３条 氏名 所属等 地域 備考

(1)学識経験者 菅原　洋一 三重大学名誉教授 任期中

長谷　康弘 三重登録文化財友の会会長、伊賀上野観光協会副会長 阿山 任期中

静永　史範 文化財所有者 伊賀 任期中

金山　 修 青山観光振興会会長 青山 任期中

中山　和光 文化財所有者 上野 任期中

岩佐　絹枝 文化財所有者 島ケ原 任期中

中浦　順一郎 伊賀上野観光協会事務局長 任期中

辻上　浩司 上野商工会議所常務理事 新任

服部　保之 （公財）伊賀市文化都市協会参事 任期中

福田　良彦 伊賀市文化財保護審議会委員 任期中

 峠　 美晴 （公財）芭蕉翁顕彰会評議員 任期中

(4)関係行政機関の職員 伊藤　裕偉 三重県教育委員会事務局社会教育・文化財保護課副参事兼班長 任期中

(5)教育委員会が必要と認める者 西嶋　克司 大山田郷土の広場代表 大山田 任期中

(2)文化財の所有者

(3)関係機または団体の代表者等
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○伊賀市文化財保存活用地域計画協議会設置要綱 

令和３年１月22日教育委員会告示第３号 

伊賀市文化財保存活用地域計画協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第183条の９第１項の規定に基づき、伊賀市文化財

保存活用地域計画協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 伊賀市文化財保存活用地域計画の作成及び変更に関すること。 

(２) 伊賀市文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから伊賀市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 文化財の所有者 

(３) 関係機関または関係団体の代表者等 

(４) 関係行政機関の職員 

(５) その他教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前条第３号又は第４号に掲げるところにより委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とす

る。 

３ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 



2/2 

２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、伊賀市教育委員会事務局文化財課において行う。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、協議会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この告示の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる協議会の会議は、第６条第１項の規定

にかかわらず、教育委員会が招集する。 



議案第37号 

 

   いがまち地区中学校区再編検討協議会設置要綱の制定について 

 

 いがまち地区中学校区再編検討協議会設置要綱の制定について、下記のとおり検討を求め

る。 

  令和７年５月29日提出 

 

                    伊賀市教育委員会 教育長 澤田 剛 

 

記 

 

１ 提案理由   伊賀市いがまち地区の中学校の再編を検討する目的をもつ協議会を設

置する必要があることから、いがまち地区中学校区再編検討協議会設置

要綱を制定しようとする。 

 

２ 制定内容   別紙のとおり 

 

３ 施行期日   令和７年５月29日 



いがまち地区中学校区再編検討協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 柘植中学校区及び霊峰中学校区（以下「いがまち地区」という。）の中学校の再編

を検討する目的をもって、いがまち地区中学校区再編検討協議会（以下「協議会」とい

う。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、地域住民との連携を図りながら、新校区のあり方について協議すると

ともに、中学校の再編実施における個別課題について検討し、その結果を伊賀市教育委

員会に報告する。 

（組織） 

第３条 協議会は、次の委員をもって組織する。 

 ⑴ いがまち地区内の地域を現在の学校区とする小中学校長 

 ⑵ いがまち地区内の地域を現在の学校区とする小中学校児童・生徒の保護者の代表者 

 ⑶ いがまち地区の住民自治協議会、自治会委員等の各地区代表者 

 ⑷ その他伊賀市教育委員会教育長が必要と認める者 

２ 前項第２号及び第３号に定める委員数は、別表１及び別表２のとおりとする。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、再編が完了した学校の開校日の前年度の３月３１日までの期間と

する。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長１人及び副会長若干人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

４ 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところと

する。 



（委員以外の者の出席） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説

明又は意見を聴くことができる。 

（事務局） 

第８条 協議会の事務局は、伊賀市教育委員会事務局内に置く。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年５月２９日から施行する。 

 （会議の招集の特例） 

２ この告示の施行後最初に行われる会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、伊賀市

教育委員会教育長が招集する。 

 

別表１（第３条第１項第２号関係） 

対象地区 第３条第１項第２号の委員の人数 

柘植小学校 １ 

西柘植小学校 １ 

壬生野小学校 １ 

柘植中学校 １ 

霊峰中学校 １ 

 

別表２（第３条第１項第３号関係） 

対象地区 第３条第１項第３号の委員の人数 

柘植地区 １ 

西柘植地区 １ 

壬生野地区 １ 

 



 - 1 - 

令和７年第６回伊賀市教育委員会定例会議事録 

 

１．開催日時 ：令和７年５月 29日（木曜日） 午前 10時 

 

２．開催場所 ：伊賀市役所 ２階 会議室 203 

 

３．出席者   ：澤田教育長、岡森委員、中委員、野口委員、内藤委員、川部事務局長、

中次長、小林社会教育推進監兼上野図書館長、森口教育総務課長、中

釜学校施設室長、西口学校教育課長、藤島生涯学習課長兼中央公民館

長、笠井文化財課長、東構いがっこ給食センター元気所長 一路いが

っこ給食センター夢所長 

 

４．傍聴人   ２人 

 

５．協議事項： 

 議案第 28号 伊賀市教育委員会教育長所管事務決裁規程の一部改正に係る専決

処分の承認について 

 議案第 29号 伊賀市学校運営協議会委員の委嘱に係る専決処分の承認について 

     議案第 30号 伊賀市学校いじめ問題相談員の委嘱に係る専決処分の承認につい

て 

 議案第 31号 伊賀市青少年センター補導員の委嘱に係る専決処分の承認につ

いて 

     議案第 32号 伊賀市青少年センター運営委員会委員の委嘱及び任命について 

 議案第 33号 伊賀市子ども健全育成施策検討員会委員の委嘱に係る専決処分の

承認について 

    議案第 34号 伊賀市放課後子ども教室事業実施要領の制定に係る専決処分の承

認について 

   議案第 35号 伊賀市教育委員会職員の人事に係る専決処分の承認について 

 議案第 36号 伊賀市文化財保存活用地域計画協議会委員の委嘱について 

 議案第 37号 いがまち地区中学校区再編検討協議会設置要綱の制定について 

６．報告事項： 

  ①伊賀市各種奨学金について 

 ②寄附について 

 ③いがまち地区中学校の統合について 

  ④「2025年度 郷土の歴史夜咄会」の開催について 

 ⑤その他 

 

閉会： 10時 57分  署名委員： 中委員 

 

 

教育長  皆様方には、お忙しい中ご参集いただきましてありがとうございます。5月も

後半になり、25 度を超える暑い日もあります。運動会・体育祭、修学旅行と大

きな行事も行われています。学校の教育活動では、熱中症を心配する季節になっ
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てきました。 

さて、5月 23日に開催されました議員全員協議会では、教育委員会が関係す

る事案を議員の皆さんに説明しました。 

「伊賀市学校みらい構想基本計画」、特に柘植中学校と霊峰中学校の統合につ

いては、６月に統合に向けた協議会を発足させ、令和９年４月の開校をめざし

ます。 

市指定文化財である「旧上野市庁舎改修事業」については、名称や平面図が

示されました。ホテル「泊船」は７月 21日、グランドオープンします。中央図

書館は、令和８年春の開館に向けて準備を進めています。  

5 月 21 日には、伊賀市子ども健全育成政策検討委員会で、「第 3 次伊賀市子

ども読書活動推進計画」について協議がなされました。夏には中間案に基づき

パブリックコメント、秋には最終計画が策定され、今年度中の完成をめざし取

り組んでいるところです。旧上野市庁舎は文化財建築物の保存と活用を両立し、

伊賀市の新たな知と憩いの拠点となります。 

「だんじり会館の在り方」検討委員会最終答申では、祭り文化の醸成には幼

い頃からの学校教育が重要で、各部署が横断的に取り組む必要性を提言されま

した。 

このように教育委員会の各課で、事業が着実に進められているところです。

6月 17日には、今年度第 1回総合教育会議も予定されていますので、よろしく

お願いいたします。 

 

教育長  それでは、これより令和７年第６回伊賀市教育委員会定例会を開催いたしま

す。本日は、委員全員が出席しており会議は成立しております。 

  本日の議事日程は、タブレットに掲載のとおりでございますが、このように取

り扱うことにご異議ございませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

教育長  ご異議なしと認めます。 

      よって、本日の議事日程については、このとおりといたします。 

  それでは、これより議事に入ります。 

 日程第１ 議事録署名委員の指定についてを議題といたします。 

 議事録署名委員には、中委員を指名いたしたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

 

  （異議なしの声） 

 

教育長  異議なしと認め、本日の委員会の議事録署名者は、中委員といたします。よろ

しくお願いします。 

 

教育長  日程第２ 令和７年第５回伊賀市教育委員会議事録の確認についてでありま

すが、議事録について、一部訂正などを求めたいといったことがございましたら、

ご発言ください。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  それでは、議事録については、このように取り扱うこととしてよろしいか。 

 

  （異議なしの声） 
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教育長  議事録は、事前送付内容のとおりにすることといたします。 

 

教育長  日程第３ 議案第 28号 伊賀市教育委員会教育長所管事務決裁規程の一部改

正に係る専決処分の承認についてを議題といたします。 

 本議案につきまして、教育総務課長から説明をお願いします。 

 

  （教育総務課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

  

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

 ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 28号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案 28号は、可決いたしました。 

  日程第４ 議案第 29号 伊賀市学校運営協議会委員の委嘱に係る専決処分の

承認についてを議題といたします。 

 本議案につきまして、学校教育課長から説明をお願いします。 

 

学校教育課長 学校運営協議会委員の名簿でございますが、一部修正がございます。36番

友生小学校 武田真示様の委嘱期間ですが、令和５年４月１日からとなってお

りますが令和７年４月１日の誤りでした。49 番成和東小学校 吉川充様、専決

処分により委嘱しましたが、住民自治協議会役員の改選が５月にあり、中森繁尚

様に変更となることが予定されています。94 番青山小学校 福永忠夫様につい

ても専決処分により委嘱させていただきましたが、お亡くなりになり現在空席

となっているため、併せてお伝えさせていただきます。 

 

  （学校教育課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

 

    （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

 ご意見ございませんか。 

 

委員   再任と継続は何が違うのでしょうか。 

 

学校教育課長 継続はそのまま継続している方で、任期途中であるため、今回の委嘱はし
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ていないということです。 

 

事務局長  令和７年４月１日からの方が再任となり、令和６年から続けている方は継続

としています。 

 

委員  委嘱期間は２年と伺いましたが、令和９年まで任期がある人は３年任期があ

るということでしょうか。 

 

学校教育課長 令和７年度と令和８年度までの方がいらっしゃいます。教育委員会の規則

では２年という任期を設けていますが、それぞれの学校で規則を作っているた

め、学校によって任期が２年のところと、１年のところがあります。１年として

いる学校は令和８年３月 31 日まで、２年としている学校は令和９年３月 31 日

までとなっております。 

 

委員  理解しました。 

 

委員  小学校は現職の教頭先生がおり、中学校にはおらず、選出にばらつきがあるよ

うに思いますが何か理由がありますか。 

 

学校教育課長 教頭や職員を入れなければいけないというわけではないのですが、実際に

事務局を担うのが教頭をはじめ職員であることが多いため、委員に推薦する学

校があり、ばらつきがあります。事務局そのものが学校であるため、学校によっ

てやり方が違うということです。 

 

委員   委員会で出た問題や話し合った内容は教育委員会に共有や報告はありますか。 

 

学校教育課長 何か特別なことがあれば学校から報告がありますが、取り立てて報告しな

ければいけないことはないです。ただ、基本的に年度初めに委員会、運営協議会

を開いて学校マニフェストや学校経営方針の承認をいただき、年度末に学校関

係者評価をして教育員会に報告をしてもらっています。 

 

教育長  委員には学校行事など、学校評価をしていただくために見ていただく案内も

しています。 

  他に、ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 29号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案 29号は、可決いたしました。 

  議案第 30号 伊賀市学校いじめ問題相談員の委嘱に係る専決処分の承認につ

いてを議題といたします。 

  学校教育課長から説明をお願いします。 

 

 （学校教育課長 説明） 
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教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

 

委員  相談員は民間の方で常に学校にいらっしゃるわけではないが、相談したい場合は

どのように相談員に繋げるのでしょうか。学校側が相談員に連絡するのですか。 

 

学校教育課長 学校の集会などの機会で相談員について紹介する場面を設けるようにし

ています。子どもたちが直接地域の方へ相談しにいくというシステムで、学校が

間に入ることはないため、実際には件数は少ないです。 

 

委員   子どもが直接相談にいくということですか。 

 

学校教育課長 生徒たちは直接近所へ相談にいくということになっております。 

 

委員  分かりました。 

 

委員  相談した後の流れはどのようになっていますか。 

 

学校教育課長 相談員に相談することで解決する場合と、相談員が学校に相談内容を連絡

し、学校が改めて子どもたちへ話を聞いたりしながら解決に向けて進めていく

場合があります。 

 

委員   件数は多いですか。 

 

学校教育課 ほぼありません。学校が把握しているのは直接的な相談や、あるいは先生か

らみて気になる様子や、毎学期行うアンケート調査で上がってくるケースが多

いです。 

 

委員   子どもたちや保護者、地域の方に周知できていないかもしれないので、相談し

やすい環境を作ってあげてほしいと思います。 

 

教育長  他に、ご質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

  ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 30号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案 30号は、可決いたしました。   

  日程第５ 議案第 31号 伊賀市青少年センター補導員の委嘱に係る専決処分

の承認についてを議題といたします。 
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 生涯学習課長から説明をお願いします。 

 

 （生涯学習課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

  ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 31号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案 31号は、可決いたしました。 

  

教育長  続きまして、議案第 32号 伊賀市青少年センター運営委員会委員の委嘱及び

任命についてを議題といたします。 

 生涯学習課長から説明をお願いします。 

 

 （生涯学習課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

  ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 32号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案 32号は、可決いたしました。 

 

教育長  続きまして、議案第 33号 伊賀市子ども健全育成施策検討員会委員の委嘱に

係る専決処分の承認についてを議題といたします。 

 生涯学習課長から説明をお願いします。 

 

 （生涯学習課長 説明） 
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教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

 

     （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

  ご意見ございませんか。 

 

  （意見に対する対応） 

 

教育長  他に、ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 33号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案 33号は、可決いたしました。 

 

教育長  続きまして、議案第 34号 伊賀市放課後子ども教室事業実施要領の制定に係

る専決処分の承認についてを議題といたします。 

 生涯学習課長から説明をお願いします。 

 

 （生涯学習課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

 

委員   放課後子ども教室は、学童保育とは違う場所を設けて、各学校の施設を使用す

るのですか。 

 

生涯学習課長 学校を使用するところもあれば、市民センターや集会所を使用するところ

もございます。 

 

委員   すでに始まっていますか。 

 

生涯学習課長 現在５か所の放課後子ども教室が運営されており、要領を制定していなか

ったので、今回制定しました。 

 

委員 沢山の子どもが参加しているのですか。 

 

生涯学習課長 多いところで約 20人、少ないところで８人程度でございます。 

 

委員  参加するには費用がかかりますか。 

 

生涯学習課長 費用はかかりません。 
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事務局長  おやつ代は掛かることがありますが、補助金のある市の委託事業で、委託業務

のなかで講師への謝礼や備品などを賄っている状況です。 

 

委員  学童とはどのように違うのでしょうか。 

 

事務局長  学童は子どもたちの居場所作りで、そういった面では一緒ですが、この事業は

いろんな経験を通じて子どもたちの健全育成を図っていくという事業です。 

 

委員  ５校とはどの学校でしょうか。 

 

生涯学習課長 西柘植小学校区、玉瀧小学校区、上野西小学校区に１つと、柘植小学校区

に２つです。 

 

委員  今までなかった要領を作ることになった理由を教えていただけますか。 

 

生涯学習課長 これまでは委託者に対し仕様書などで、目的等を提示していましたが、放

課後子ども教室を開きたいという問い合わせもあり、市として放課後子ども教

室を運営していくということを明確にする必要があるということが１点と、他

の自治体でも要領を定めているところがあり、今後を見込んで要領を定めるこ

とに至りました。 

 

委員  国、県の補助事業であるということから、要領がないと補助が受けられないと

いうことでしょうか。 

 

事務局長   国に要領があったので補助はこれまでもあり、補助金が理由で専決処分とな

ったわけではないです。より具体的な内容を市の要領で定めることにしました。 

 

教育長  他に、ご質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

  ご意見ございませんか。 

 

  （意見に対する対応） 

 

教育長  他に、ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 34号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案 34号は、可決いたしました。 

 

教育長  続きまして、議案第 35号 伊賀市教育委員会職員の人事に係る専決処分の承
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認については人事に関する案件であるため、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第 14条第７項ただし書きの規定に基づき、非公開で審議したいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  非公開で審議することは、出席委員の３分の２以上での議決を要することと

なっておりますことから、議決を得たいと思います。 

 非公開審議に賛成の方の挙手を求めます。 

 

     （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  議案第 35号は、非公開で審議することに決しました。 

  傍聴者及び関係所属以外の職員方はご退出ください。 

  

教育長 生涯学習課長から説明をお願いします。 

 

  （生涯学習課長 説明） 

 
 （非公開審議のため議事録省略） 

 

教育長   議案第 35 号に対し、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案 35号は、可決いたしました。 

  それでは、入室ください。 

 

教育長  日程第６ 議案第 36号 伊賀市文化財保存活用地域計画協議会委員の委嘱に

ついてを議題といたします。 

 文化財課長から説明をお願いします。 

 

 （文化財課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

  ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 36号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 
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教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案第 36号は、可決いたしました。 

      日程第７ 議案第 37 号 いがまち地区中学校区再編検討協議会設置要綱の

制定についてを議題といたします。 

 本議案につきまして、教育総務課長から説明をお願いします。 

 

 （教育総務課長 説明） 

 

教育長  ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長  ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。 

 ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

教育長   ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 37号に対し、原案ど

おり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

  （委員の挙手） 

 

教育長  全員一致でございます。 

  よって、議案 37号は、可決いたしました。 

 

教育長 それでは、日程第８ 報告説明事項に移ります。 

  事項①番 伊賀市各種奨学金についてを教育総務課長から説明をお願いしま

す。 

 

   （教育総務課長、説明） 

 

教育長  事項②番 寄附についてを説明お願いします。 

 

  （教育総務課長 説明） 

 

教育長  事項③番 いがまち地区中学校の統合についてを説明お願いします。 

 

  （教育総務課長 説明） 

 

教育長  続いて、事項④番 「2025 年度 郷土の歴史夜咄会」の開催についての説明

をお願いします。 

 

  （上野図書館長 説明） 

  

教育長  事項⑤番 「その他」の項ですが、何かございませんか。 

 

文化財課長 伊賀市文化都市協会主催「古琵琶湖層群から産出したナマズの頭蓋骨につい

て」「化石が語る太古の世界」「化石のクリーニング教室」をチラシの日程で開催
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しますのでご報告します。 

 

教育長   他にございませんか。 

 

       （なしの声） 

 

教育長   以上で、本日の教育委員会に付議されました案件は、全て議了いたしました。 

 これをもちまして、第５回定例会は閉会といたします。 

 議事協力どうもありがとうございました。 

 

10時 57分 終了 

 

 

 

  以上会議の顛末を録し個々に署名する 

 

 

 

 

    教  育  長 

 

 

 

    教 育 委 員 

 

 


